
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

（変更） 

資料番号 1 担当課 医療対策課 

法令名 医療法 根拠条項 6の8－2 
不利益処

分の種類 

広告の中止及び広告の内容是

正命令 

医療法 

〔広告に関する報告徴収及び立入検査等〕 
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業

務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで又は前条の規定に違反して
いるおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告を
した者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。 

２ 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病
院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項若しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項の規
定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内
容を是正すべき旨を命ずることができる。 

３ 第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があ
るときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

〔医業、歯科医業等に関する広告の制限〕 
第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを

問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示（以下この節において単に「広告」と
いう。）をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。 

２ 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の
内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。 
二 誇大な広告をしないこと。 
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準 

３ 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適
切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の
広告をしてはならない。 
一 医師又は歯科医師である旨 
二 診療科名 
三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の

氏名 
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無 
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医

師である場合には、その旨 
六 地域医療連携推進法人（第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二

項において同じ。）の参加病院等（第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。）である場合には、
その旨 

七 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の
従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項 

八 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療
従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大
臣が定めるもの 

九 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情
報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項 

十 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提
供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その
他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項 

十一 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の
当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項 

十二 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項（検査、手術その他の治療の方法につい
ては、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。） 

 

 



（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

（変更） 

資料番号 1 担当課 医療対策課 

法令名 医療法 根拠条項 6の8－2 
不利益処

分の種類 

広告の中止及び広告の内容是

正命令 

医療法（続き） 

十三 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療
の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生
労働大臣が定めるもの 

十四 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項 
４ 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第八号若しく
は第十二号から第十四号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に
基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。 

 

〔助産師の業務等に関する広告の制限〕 
第六条の七 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場

合には、虚偽の広告をしてはならない。 
２ 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の

内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 
一 他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。 
二 誇大な広告をしないこと。 
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準 

３ 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適
切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の
広告をしてはならない。 
一 助産師である旨 
二 当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管理者の氏名 
三 就業の日時又は予約による業務の実施の有無 
四 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又

は従業者に関する事項 
五 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて

医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの 
六 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情

報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項 
七 第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その他の当該助産所の業務に

係る連携に関する事項 
八 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項 
九 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項 
 

医療法施行規則 
〔広告の基準〕 

第一条の九 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の内容及び方法の基準は、
次のとおりとする。 
一 患者その他の者（次号及び次条において「患者等」という。）の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効

果に関する体験談の広告をしてはならないこと。 
二 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をして

はならないこと。 
 
〔法第六条の五第三項等の厚生労働省令で定める場合〕 

第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全
てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要件については、自由診療（高齢者の医療の確保に
関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等
並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和五十一年厚生省令第三十六号）第一
条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。）に
ついて情報を提供する場合に限る。 
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトそ
の他これに準じる広告であること。 



（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

（変更） 

資料番号 1 担当課 医療対策課 

法令名 医療法 根拠条項 6の8－2 
不利益処

分の種類 

広告の中止及び広告の内容是

正命令 

医療法施行規則（続き） 

二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の
方法により明示すること。 

三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。 
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


